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資料１



「あいキッズ」に至る経緯

■ 学童クラブ事業（～Ｈ26）

・直営と民間委託（H13から順次）の併存

・就労家庭等の児童（原則１～３年生）

・月額4,800円（おやつ代含む。）

・児童福祉部門が所管

■ 板橋わくわくキッズ事業（H18・H19）

・全児童放課後対策モデル事業の（実施（２校）

・民間委託

・無料（傷害保険に加入：年額500円）

・児童福祉部門が所管

■ いたばし放課後子供教室事業（Ｈ20～Ｈ26）

・民間委託

・無料

・教育委員会が所管

■ 国の動き
▶Ｈ19 放課後子どもプラン

▶Ｈ26 放課後子ども総合プラン
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板橋区放課後対策事業
「あいキッズ」の展開

■ 平成21年度に事業スタート（４校）民間委託

■ 平成27年度に全小学校(現在51校、18法人)で実施

■ 平成2８年度に土曜日開所の実施

■ 「放課後子供教室事業」（文部科学省 全児童 さんさんタイム）と
「放課後児童クラブ」（厚生労働省 就労家庭等児童 きらきらタイ
ム）とを「一体型」として運営

■ 安全かつ校庭・体育館等の活用が可能で地域コミュティの基盤である
学校内で実施

■ ３つの柱（理念）

① 児童の放課後の安心・安全な居場所の実現

② 児童の放課後の活動と交流を通じた健全育成プログ

ラムの実施

③ 保護者の仕事等と子育ての両立支援
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「あいキッズ」の特徴

① 板橋区内の全区立小学校で、同一の事業を実施

② 午後５時までの利用料は無料。午後５時以降も
低額の利用料を設定

③ メール配信サービスで、日々の児童の来所・帰宅
情報を送信（希望者のみ）

④ 季節行事や季節の飾りつけなど児童の思い出に
残るプログラムと空間づくりを実施

⑤ 法人ヒアリング、責任者会議、支援員会議等を定期
的に行って、事業の品質向上を推進

⑥ 家庭・学校・地域との連携を促進
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子どもたちを支える５つの輪
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あいキッズ運営のＰＤＣＡ

Ｐ・・年間計画

Ａ・・法人会議、改善指導

Ｄ・・履行報告

Ｃ・・運営評価

・地域サポーター、行事、非常時訓練、

保護者会、運営協議会、職員研修など

・法人ヒアリング（年３回）

＋課題顕在の場合は、解消まで実施

・定期点検

・区、学校、利用者の総合評価

・利用者満足度調査（10月）

・指導→改善命令→再選定・解除
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あいキッズスタッフの
最低配置基準（規模分）

※放課後児童支援員のうち、板橋区では常勤職員を「主任」としています。

１ さんさんタイム（放課後子供教室）

２ きらきらタイム（放課後児童健全育成事業）

規模 登録人数 

最低配置職員数  

 

施設数 
支援員 

(責任者) 

支援員 

(主任) 

支援員 

(非常勤) 

ﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ
ﾊﾟｰﾄﾅｰ 

X１ ４０名以下 １名 １名 ０名 １名 1 

X2 ４１名～８０名 １名 １名 ０名 ２名 １６ 

X3 ８１名～１２０名 １名 １名 １名 ３名 １９ 

X4 １２１名～１６０名 １名 １名 ２名 ４名 １２ 

X5 １６１名～２００名 １名 ２名 ２名 ５名 ２ 

X６ ２０１名～２４０名 １名 ２名 ３名 ６名 １ 

 

規模 平均利用者数 
ﾌﾟﾚｲﾝｸﾞ 
ﾊﾟｰﾄﾅｰ 施設数 

Ⅰ ３０名以下 ２名 ９ 

Ⅱ 31名～60名 ３名 33 
8Ⅲ ６1名～９０名 ４名 8 

Ⅳ ９１名以上 ５名 １ 
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あいキッズの方向性（平成28～30年度）

■ 量の拡大 → 品質向上

①職員の資質

②魅力的な事業

③利便性の向上 etc.

■ 利用者満足度の向上

H2９年度利用者満足度調査 85.3％
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あいキッズ基礎データ

■ 区立小学校数 ５１校

■ 区立小学校在籍児童数 22,477名（Ｈ30年5月１日現在）

■保護者の就労状況

（Ｈ30年5月実施 板橋区子ども・子育てニーズ調査より）

共働き家庭 ４６．０％

ひとり親家庭 ９．５％

■平成30年度教育関係予算

教育費全体 248億1,600万円

あいキッズ 19億4,000万円（内、特定財源6億7,300万円）
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あいキッズ学年別登録児童数
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放課後児童クラブ（きらきらタイム)
登録児童数の推移
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受託事業者の法人格①

▶社会福祉法人が多いのが特徴
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受託事業者の法人格②
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要支援・要配慮児童の受入状況
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あいキッズの成果

成果① 放課後児童クラブの待機児解消・
小1の壁問題の軽減

成果② 保護者の就労状況に関わらない
全児童の交流促進・安心、安全な
居場所の提供

成果③ 学校教育と児童福祉・社会教育と
の連携開始
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あいキッズ運営上の課題

課題① 放課後児童支援員の確保

課題② 活動場所の確保

課題③ 「一体型」の問題

課題④ 学校等との連携
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課題① 支援員の確保

■現在の課題
▶放課後児童支援員の採用が困難。東京圏有効求人倍率５倍超
▶保育事業に人材流出。受託法人は保育事業にシフト
▶H31年度末までに支援員を確保するのは、厳しい。

■ 原因
▶業務の質・量（支援が必要な児童・家庭への対応、入会事務、利用
料督促、学習など）は増加しているが、給与面などの待遇は低い。

▶保育園と比べて執務環境（事務室、窓口、更衣室、男女別のトイレ
など）の整備が遅れている。

▶体系的な研修体制が確立されていない。

■考えられる対応策
▶待遇の改善 → 常勤職員の配置に対する補助 保育園保育士の処
遇改善に対する補助と同等の補助

▶待機児の有無や新規施設であるか否かに関わらない拠点整備・環境
整備に対しての補助

▶障がい児対応などに見合った職員人件費の加算、補助基準額の引き
上げ 保育園保育士の処遇改善と同等の補助 18



課題② 活動場所の確保

■現在の課題
▶ランチルームや家庭科室等だけではスペースが足りない。
学校では普通教室等の確保が優先。あいキッズの利用順位は低い。

▶学校敷地内に別棟を建設することも難しい。
敷地分割、増築は、学校の大規模改修に影響

■ 現在の取組
▶毎年度、学校と文書にて活動場所を確認
▶学校施設開放条例にあいキッズの優先利用を明記
▶あいキッズ運営協議会（学校・PTA・保育園・町会・民生委員・青
少年委員などで構成）で問題共有

▶学校配置調整担当部署と連携して、今後の児童推計を注視
▶毎年度、校長会で依頼

■考えられる対応策
▶文部科学省から教育委員会、学校長への、学校施設活用に関する周
知徹底

▶機械警備等の区画を整備するための補助金創設
▶放課後の活動を考慮した校舎の新築・改築
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課題③「一体型」の問題
■現状
▶両事業の「一体化」は、認められていない。
▶予算、契約、職員配置は事業ごとで煩雑。補助金の扱いも複雑。
▶子どもは、仲の良い友達と一緒に遊びたい。
▶放課後児童クラブの「生活の場」は必要であるが、学校（校舎・校
庭・体育館など）を活用している以上、全児童対策は必要

▶教育委員会事務局内でも学校教育・児童福祉との垣根（予算・人事
など）

→ 事務の重複。施設改修、保守が後回し

■考えられる対応策
▶「一体型」から「一体化」への緩和
→ 放課後児童クラブに登録している児童の放課後子供教室事業への

交流活動だけでなく、学校の施設を使用して一緒に遊ぶことがで
きる。学校施設を現行よりも有効に活用でき、指導員も両事業の
児童を見守れるようになる。

→ 補助金を一本化することで、事務手続きも軽減される。
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課題④ 学校・地域との連携

■現状

▶個人情報保護を理由に要支援児童・困難な家庭等の情報が得られに
くい(特に保育園・幼稚園）。

▶学校教育が優先の意識
→学校行事の応援依頼。あいキッズ運営時間中の保守点検

■考えられる対応策

▶関係機関相互における個人情報の外部提供の緩和

▶学校施設の放課後対策事業利用の規程の整備
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放課後対策事業に関する提言

提言① 放課後児童クラブと放課後子供教
室を融合した法的根拠のある事業
の確立と所管部署の一本化

提言② 放課後対策事業に携わる職員の
養成・社会的地位向上

提言③ 放課後の活動を想定し、セキュリ
ティ等の管理面に配慮した校舎の
整備
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